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●ＱＲコード付きマイナンバーカード交付申請書が送付されます

　マイナンバーカードをまだお持ちでない方に、７月下旬から９月上旬にかけて、オンライン申請

も行えるＱＲコード付き申請書等が順次送付されます。申請書などは、国と地方公共団体が共同で

運営する「地方公共団体情報システム機構（以下、Ｊ－ＬＩＳ）」から送付され、スマートフォン

などでＱＲコードを読み取ることでマイナンバーカードの申請が行えます。

＊カードのお受け取りは、後日役場住民課までお越しいただきます。

＊以下に該当する方は、申請書などが送付されません。

・令和４年１月１日以降に出生または国外から転入された方

　出生時または転入時に、Ｊ－ＬＩＳから個人番号通知書などと一緒に交付申請書が送付されてい

ます。

・在留期間の定めのある外国人の方

　地方出入国在留管理庁で、マイナンバーカードの交付申請などについてお知らせしています。

・配偶者からの暴力（ＤＶ）、ストーカー行為など、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者と

して、住民票の住所と異なる居所情報を登録している方

●マイナポイントについて

　マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進、消費活性化を目的として、キャッシュレス

決済サービス（クレジットカード、電子マネー、ＱＲコードなど）で利用可能なポイントが付与さ

れる国の事業です。

　マイナポイントを受け取るためには、マイナンバーカードの取得と併せて電子証明の設定が必要

です。

○マイナポイント第２弾

(1) 付与されるポイントの種類

　①マイナンバーカードを新規に取得で最大５, ０００円相当のポイント

　マイナンバーカードを取得された方のうちマイナポイント第１弾に申し込んでいない方が対象で

　す（マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます）。

＊マイナポイント第１弾に申し込んだ方で、まだ２万円のチャージやお買い物を行っていない場合

（最大５, ０００円分までポイント付与を受けていない方）は、引き続き上限（５, ０００円相当）

までポイントの付与を受けることができます。

　②健康保険証としての利用申し込みを行う方（既に利用申し込みを行った方も含みます）に、

　７, ５００円相当のポイント

　③公金受取口座の登録を行った方（既に利用登録を行った方も含みます）に、７, ５００円相当

　のポイント

(2) 対象となるマイナンバーカードの申請期限

　令和４年９月末まで

(3) マイナポイント第２弾申込期限

　令和５年２月末まで

(4) 申込方法

　パソコン（カードリーダー必要）またはスマートフォン（対応の機種）から、総務省のマイナポ

イント事業ホームページ（ＱＲコード参照）よりお申し込みください。また、マイナポイント手続

きスポット（セブン銀行ＡＴＭや郵便局など）でもお申し込みが可能です。（＊公金受取口座は、

事前または事後にマイナポータルから登録する必要があります。） 《次ページへ続く》

マイナンバーカード・マイナポイントのお知らせ
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・マイナポイント事業ホームページ　https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

※現在町では、申込支援窓口（手続きスポット）を実施しておりませんので、

１４ページの申込方法から原則ご自身でお申し込みください。

今後、申込支援窓口の実施については、対応を検討してまいります。

(5) お問い合わせ

　マイナンバー総合フリーダイヤル　☎０１２０－９５－０１７８

　（音声ガイダンスに従って「５番」を選択してください）

○マイナンバーカードの申請はお早めに

　マイナポイントを受け取るために必要なマイナンバーカードの申請期限は、９月末までとなりま

すので、早めの申請がおすすめです。

　この機会にぜひマイナンバーカードを取得してください！

●マイナンバー制度とマイナンバーカードホームページ（総務省）

　マイナンバー制度やマイナンバーカードなどについて詳しくは、総務省ホームページをご覧くだ

さい。

・https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html　

※問い合わせは、住民課（マイナンバーカードについて）　☎８３－２１８２

　　　　　　　　総務課（マイナポイントについて）　　　☎８３－２２５９

心身障害者福祉手当などの支払
○２０歳以上６５歳未満で、心身につぎのいずれかの程度の障害を有する手帳の交付を受けた方が対象

　です。

（１）身体障害者手帳で１級から４級の交付を受けている方

（２）愛の手帳で１度から４度の交付を受けている方

（３）脳性マヒまたは進行性筋萎縮性を有する方

　・都制度　月額 １万５,５００円 (身体障害者手帳１・２級および愛の手帳１～３度の方など )

　・町制度　月額 １万６００円 (身体障害者手帳３級および愛の手帳４度の方 )

　・町制度　月額 ６,４００円 (身体障害者手帳４級の方 )

＊ただし、所得制限があります。

○精神障害者保健福祉手帳１級または２級の交付を受けている方

　・町制度　月額　５,０００円

○令和４年４月～７月分を８月１５日に指定の口座へ振り込みます。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

奥多摩町障害者自立支援協議会講演会

　　障害者への理解を深めるため、海老原けえ子氏をお招きし、映画上映会と講演会を行います。

　〔日時〕　９月３日（土）　　開演　午前１０時　（開場 午前９時３０分～）

　〔会場〕  文化会館　視聴覚室

　〔演題〕　映画「風は生きよという」を上映後、海老原氏にご講演いただきます。

　＊詳細につきましては、町ホームページやチラシをご覧ください。

　＊事前申し込みは不要ですので、当日直接会場へお越しください。

　※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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です。
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　①マイナンバーカードを新規に取得で最大５, ０００円相当のポイント

　マイナンバーカードを取得された方のうちマイナポイント第１弾に申し込んでいない方が対象で

　す（マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます）。

＊マイナポイント第１弾に申し込んだ方で、まだ２万円のチャージやお買い物を行っていない場合

（最大５, ０００円分までポイント付与を受けていない方）は、引き続き上限（５, ０００円相当）

までポイントの付与を受けることができます。

　②健康保険証としての利用申し込みを行う方（既に利用申し込みを行った方も含みます）に、

　７, ５００円相当のポイント
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(4) 申込方法

　パソコン（カードリーダー必要）またはスマートフォン（対応の機種）から、総務省のマイナポ

イント事業ホームページ（ＱＲコード参照）よりお申し込みください。また、マイナポイント手続

きスポット（セブン銀行ＡＴＭや郵便局など）でもお申し込みが可能です。（＊公金受取口座は、

事前または事後にマイナポータルから登録する必要があります。） 《次ページへ続く》
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です。
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(1) 付与されるポイントの種類

　①マイナンバーカードを新規に取得で最大５, ０００円相当のポイント

　マイナンバーカードを取得された方のうちマイナポイント第１弾に申し込んでいない方が対象で

　す（マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます）。

＊マイナポイント第１弾に申し込んだ方で、まだ２万円のチャージやお買い物を行っていない場合

（最大５, ０００円分までポイント付与を受けていない方）は、引き続き上限（５, ０００円相当）

までポイントの付与を受けることができます。

　②健康保険証としての利用申し込みを行う方（既に利用申し込みを行った方も含みます）に、

　７, ５００円相当のポイント

　③公金受取口座の登録を行った方（既に利用登録を行った方も含みます）に、７, ５００円相当

　のポイント

(2) 対象となるマイナンバーカードの申請期限

　令和４年９月末まで

(3) マイナポイント第２弾申込期限

　令和５年２月末まで

(4) 申込方法

　パソコン（カードリーダー必要）またはスマートフォン（対応の機種）から、総務省のマイナポ

イント事業ホームページ（ＱＲコード参照）よりお申し込みください。また、マイナポイント手続

きスポット（セブン銀行ＡＴＭや郵便局など）でもお申し込みが可能です。（＊公金受取口座は、

事前または事後にマイナポータルから登録する必要があります。） 《次ページへ続く》
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　パソコン（カードリーダー必要）またはスマートフォン（対応の機種）から、総務省のマイナポ

イント事業ホームページ（ＱＲコード参照）よりお申し込みください。また、マイナポイント手続

きスポット（セブン銀行ＡＴＭや郵便局など）でもお申し込みが可能です。（＊公金受取口座は、

事前または事後にマイナポータルから登録する必要があります。） 《次ページへ続く》
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